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暮
ら
し
の
困
り
ご
と
や
悩
み
ご
と
を
気
軽
に
相
談

問 

伊
奈
庁
舎
地
域
推
進
課　
（
内
線
１
３
０
１
）

　
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
困
っ
て
い
る
こ

と
、
悩
ん
で
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

そ
ん
な
と
き
は
、
行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
行
政
相
談
委
員
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、
行
政
に

関
す
る
相
談
な
ど
を
受
け
、
そ
の
解
決
の
た

め
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

行
政
相
談
は
、
地
域
を
巡
回
し
て
行
っ
て

い
ま
す
。実
施
日
程・会
場
な
ど
に
つ
い
て
は
、

広
報
紙
の
「
各
種
無
料
相
談
」
コ
ー
ナ
ー
で

毎
月
お
知
ら
せ
す
る
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

令和３年４月１日、２名の方が行政相談委員
として総務大臣から委嘱されました（再任）。

相
あいじま

島宏
ひろし

さん 秋
あ き た

田信
のぶひろ

博さん

お知らせ

景
観
条
例
な
ど
に
基
づ
く
建
築
・
開
発
行
為
の
届
出

問 

谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課　
（
内
線
５
１
０
４
）

　
市
で
は
、「
つ
く
ば
み
ら
い
市
景
観
条
例
」

お
よ
び
「
つ
く
ば
み
ら
い
市
景
観
計
画
」
を

定
め
、
市
全
域
を
景
観
計
画
区
域
と
し
て
、

良
好
な
景
観
形
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
市
内
で
行
わ
れ
る
建
築
・
開
発
な
ど
に
つ

い
て
は
、
景
観
法
・
景
観
条
例
に
基
づ
き
、

行
為
に
着
手
す
る
前
に
計
画
内
容
の
届
出
を

し
、
景
観
計
画
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か

の
審
査
が
必
要
で
す
。

　
景
観
法
お
よ
び
景
観
条
例
の
届
出
対
象
と

な
っ
て
い
る
建
築
・
開
発
行
為
を
行
う
場
合

は
、
行
為
届
出
書
の
30
日
前
（
行
為
着
手
の

60
日
前
）
ま
で
に
事
前
協
議
申
出
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
出
対
象
と
な
る
行
為
や
基
準
に
つ
い
て

は
、
都
市
計
画
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。「
つ
く
ば
み
ら
い
市
景
観
条
例
」、「
つ

く
ば
み
ら
い
市
景
観
計
画
」
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ

ま
す
。

お知らせ

　
令
和
３
年
度
市
・
県
民
税
税
額
決
定
通
知

書
兼
納
税
通
知
書
（
以
下
「
納
税
通
知
書
」）

は
、
６
月
11
日
㈮
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

　
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
所
得
や

控
除
の
内
容
に
つ
い
て
、
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
な
お
、
誤
っ
て
他
人
宛
て
の
納
税
通
知
書

が
配
達
さ
れ
た
場
合
は
、
最
寄
り
の
郵
便
局

へ
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
納
付
方
法
＝
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て

　
い
る
納
税
額
・
納
付
方
法
な
ど
の
内
容
を

　
確
認
し
、
同
封
の
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

　
替
に
よ
り
、
各
納
期
限
ま
で
に
納
付
を
お

　
願
い
し
ま
す
。

※
口
座
振
替
の
場
合
の
振
替
日
は
、
各
納
期

限
日
に
な
り
ま
す
の
で
、
預
貯
金
残
高
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
・
県
民
税
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
税
務
課　
（
内
線
２
３
０
７
）

お知らせ

ひ
と
り
親
家
庭
と

重
度
心
身
障
が
い
者
が
対
象

　
現
在
使
用
し
て
い
る
医
療
福
祉
費
受
給
者

証
は
、
６
月
30
日
㈬
で
使
用
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
７
月
か
ら
使
用
で
き
る
受
給
者
証

は
、
６
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
な
お
、
次

に
該
当
す
る
方
は
所
得
の
確
認
が
と
れ
な
い

た
め
、
別
途
通
知
を
送
る
の
で
、
必
要
書
類

を
ご
用
意
の
う
え
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
令
和
３
年
１
月
１
日
以
降
に
市
に
転
入
し
た

〇
市
外
に
居
住
す
る
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

〇
市
外
に
居
住
し
て
い
る
が
、
住
所
地
特
例

　
や
学
生
特
例
で
つ
く
ば
み
ら
い
市
の
マ
ル

　
福
を
利
用
し
て
い
る

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　
ひ
と
り
親
家
庭
で
家
族
構
成
な
ど
に
変
更
が

あ
っ
た
方
、
重
度
心
身
障
が
い
者
で
、
障
害
年

金
の
等
級
が
変
更
に
な
っ
た
方
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
遡
っ
て
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、

返
金
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

医
療
福
祉
費
受
給
者
証
（
マ
ル
福
）
が
更
新

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　
（
内
線
４
４
０
６
）

お知らせ

11


